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○

同族会社へ財産を遺贈↓たとき

Q:私は会社を経営しています。この会社

へ貸し付けている土地や建物を、遺言で“会

社へやる ！
，，

としたいのですが、そうすれば

相続税の節税になりますでしょうか。

A:もし、あなたが亡くなると、遺言によ

り、その土地や建物は法人がもらうことにな

ります。そうすると、法人には受贈益が計上

され、法人税が課税されます。

一方、あなたには「みなし譲渡所得」とし

て所得税がかかりますので、相続人が準確定

申告をしなければなりません。

この場合、時価で譲渡したとみなされて譲

渡税の計算がされます。

更に、この遺贈により、会社の株式の価額

が増加したりすると、その増加額に相当する

利益を、各株主があなたから遺贈によりもら

ったとして相続税がかかることになるでしよ
万

つ 。

相続税の節税だけのために会社へ遺贈され

るのならば、その効果はあまり期待できない

ものと思われます。

訪
亨
か
な
？
．

ム
一
言
必
ニ
ヤ

電話による無料相談を承っております。お気軽にご利用ください。ﾌﾘｰｲﾔﾙ0120-043004


